
　
　

高
野
山
奥
之
院
で
見
出
さ
れ
た
山
名
時
義
と
赤
松
政
則
の
宝
篋
印
塔

木
下　

浩
良　
　

は
じ
め
に

室
町
幕
府
の
四
職
家
の
一
つ
と
し
て
幕
府
の
中
枢
に
い
た
山
名
氏
は
、
新
田
氏
の
一
族
と
さ
れ
て
い
る
。
山
名
時
氏
の
時
に
、
鎌
倉
幕
府
に
反
旗
を

翻
し
た
足
利
尊
氏
の
挙
兵
に
従
っ
て
、
室
町
幕
府
開
幕
の
草
創
期
に
活
躍
す
る
。
本
稿
で
述
べ
る
山
名
時
義
は
、
そ
の
時
氏
の
五
男
で
後
年
に
山
名
一

族
が
山
陰
地
方
に
大
き
な
勢
力
を
張
り
、
但
馬
・
因
幡
な
ど 

十
二
ヵ
国
の
守
護
を
兼
ね
て
「
六
分
の
一
殿
」
と
称
せ
ら
れ
た
最
盛
期
の
山
名
一
族
の

惣
領
で
あ
っ
た
。

他
方
の
赤
松
氏
も
、
室
町
幕
府
の
四
職
家
の
一
つ
で
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
の
有
力
な
守
護
大
名
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
赤
松
政
則
は
、

加
賀
半
国
・
播
磨
・
美
作
・
備
前
の
守
護
大
名
で
、
室
町
時
代
中
頃
の
幕
府
内
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
両
人
の
宝
篋
印
塔
が
高
野
山
で
見
出
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
、
銘
文
だ
け
が
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

（
註
１
）

そ
れ
ら
石
塔
の
被
供
養
者
が
、
山

名
時
義
・
赤
松
政
則
と
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
石
塔
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
筆
者
と
は
見
解
の
相
違
等
が
見
ら
れ
た
。
巽
三
郎
・
愛

甲
昇
寛
の
両
氏
は
山
名
時
義
塔
の
石
材
を
砂
岩
と
見
間
違
え
ら
れ
て
、
石
塔
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
何
ら
考
察
を
な
さ
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
こ
こ
に
両
塔
の
実
測
図
・
拓
影
を
と
も
な
う
詳
細
な
資
料
紹
介
を
し
て
、
若
干
で
は
あ
る
が
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
註
２
）

大

方
の
御
示
教
等
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

5　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）



Ⅰ 

山
名
時
義

１
、
山
名
時
義
の
宝
篋
印
塔

緑
泥
片
岩
製
の
完
形
の
宝
篋
印
塔
で
あ
る
。

（
註
３
）全

体
に
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
造
立
当
時
の
ま
ま
に
今
に
立
つ
石
塔
で
あ
る
。
本
塔
が
所
在
す
る
場
所
は
、

高
野
山
奥
之
院
の
中
の
橋
付
近
に
位
置
す
る
。
法
量
は
、
基
礎
の
高
さ
二
四
・
二
㎝
、
上
端
幅
二
〇
・
二
㎝
、
下
端
幅
二
九
・
四
㎝
。
塔
身
の
高
さ
一
六
㎝
、

上
端
幅
一
七
㎝
、
下
端
幅
一
七
㎝
。
笠
の
高
さ
二
四
・
五
㎝
、
上
端
幅
一
一
・
四
㎝
、
最
大
幅
三
〇
㎝
。
宝
珠
を
含
む
相
輪
の
高
さ
四
五
・
六
㎝
、
最
大

径
一
一
・
六
㎝
。
総
高
は
一
一
〇
・
三
㎝
を
測
る
。
各
部
を
別
石
で
造
る
、
四
石
造
り
の
宝
篋
印
塔
で
あ
る
。

塔
身
は
四
面
の
各
面
に
輪
郭
を
巻
き
蓮
弁
と
月
輪
を
陽
刻
し
て
、
月
輪
の
中
に
梵
字
を
陰
刻
す
る
。
そ
の
梵
字
は
、
「
ウ
ー
ン
」
「
タ
ラ
ー
ク
」
「
キ

リ
ー
ク
」
「
ア
ク
」
で
、
阿
閦
・
宝
生
・
弥
陀
・
不
空
成
就
の
金
剛
界
四
仏
を
表
示
す
る
。

笠
は
上
部
六
段
で
下
部
二
段
に
造
り
、
隅
飾
は
わ
ず
か
に
外
に
開
い
て
い
て
輪
郭
を
巻
い
た
二
弧
と
な
っ
て
い
る
。
相
輪
は
九
輪
で
、
頂
部
の
宝
珠

は
球
形
に
近
い
形
状
で
、
室
町
時
代
の
形
状
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

基
礎
は
上
部
二
段
の
造
り
で
、
側
面
の
三
面
は
輪
郭
を
巻
い
て
、
格
狭
間
を
入
れ
る
。
格
狭
間
の
形
態
は
室
町
時
代
の
典
型
的
な
形
状
で
、
花
頭
曲

線
が
委
縮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
正
面
と
思
え
る
面
に
は
輪
郭
を
巻
い
て
、
以
下
の
銘
文
を
陰
刻
す
る
（
図
版
1
～
図
版
8
の
写
真
・
実
測
図
・

拓
影
参
照
）
。

　　
　

圓
通
寺
殿

　
　

大
等
道
均

　
　
　
　
　
　

五
月

　
　

應
永
十
一
年

　
　
　
　
　
　

四
日
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上：図版 1 

山名時義宝篋印塔写真

左：図版 2 

山名時義宝篋印塔実測図

7　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）



図版 3　

山名時義宝篋印塔

銘文拓影

図版 4 

山名時義宝篋印塔

塔身「ウーン」面拓影

図版 5　

山名時義宝篋印塔

塔身「タラーク」面拓影
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図版 6 

山名時義宝篋印塔

塔身「キリーク」面拓影

図版 7　

山名時義宝篋印塔

塔身「アク」面拓影

図版 8 

山名時義宝篋印塔

基礎背面の格狭間拓影

9　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）



２ 

小
察

銘
文
に
あ
る
、「
圓
通
寺
殿
大
等
道
均
」
が
山
名
時
義
の
法
名
で
あ
り
、
本
塔
の
被
供
養
者
が
山
名
時
義
と
判
明
さ
れ
る
。
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
）

五
月
四
日
の
紀
年
を
有
す
る
、
山
名
時
義
の
宝
篋
印
塔
と
分
か
る
。

先
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
、
山
名
時
義
の
没
年
月
日
は
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
五
月
四
日
で
あ
り
、
本
塔
が
造
立
さ
れ
た
の
は
没
後
か
ら
十
五
年

目
の
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
塔
に
刻
さ
れ
た
月
日
は
山
名
時
義
の
祥
月
命
日
（
亡
く
な
っ
た
の
と
同
じ
月
日
）
の
五
月

四
日
で
あ
り
、
石
塔
の
造
立
に
際
し
て
そ
の
日
を
選
ん
で
立
て
ら
れ
た
も
の
と
は
知
ら
れ
る
。
造
立
の
背
景
に
は
、
時
義
の
供
養
の
性
格
が
あ
っ
た
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
何
故
没
後
十
五
年
も
の
時
間
の
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
年
忌
法
要
の
際
に
高
野
山
に
石
塔
造

立
を
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
た
だ
、
没
後
初
七
日
・
三
十
五
日
・
四
十
九
日
・
百
箇
日
の
後
は
、
一
周
忌
・
三
回
忌
・
七
回
忌
・
十
三
回
忌
・
十
七
回

忌
・
二
十
三
回
忌
・
二
十
三
回
忌
・
二
十
五
回
忌
・
二
十
七
回
忌
・
三
十
三
回
忌
と
年
忌
法
要
は
続
く
が
、
今
回
確
認
さ
れ
た
山
名
時
義
の
宝
篋
印
塔

は
そ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
。

後
年
の
戦
国
時
代
の
武
将
や
そ
の
夫
人
ら
が
高
野
山
に
造
立
し
た
石
塔
の
場
合
は
、
一
周
忌
の
も
の
が
多
く
、
次
に
三
回
忌
の
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い

る
。

（
註
３
）

高
野
山
は
紀
州
の
山
中
に
立
地
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
か
ら
、
石
塔
の
造
立
と
な
る
と
石
塔
の
作
成
か
ら
運
搬
等
か
ら
時
間
の
経
過
は
必
要

な
こ
と
で
あ
り
、
一
周
忌
が
石
塔
造
立
の
時
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
管
見
で
は
あ
る
が
、
没
後
に
お
け
る
高
野
山
へ
の
石
塔
造
立
の

最
短
の
事
例
と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
七
）
の
紀
年
を
有
す
る
「
当
七
々
日
光
陰
、
奉
造
立
供
養
之
」
と
銘
文
を
刻
す
る
没
後

四
十
九
日
の
忌
日
に
造
立
さ
れ
た
五
輪
塔
が
挙
げ
ら
れ
る

。

（
註
４
）

筆
者
は
、
時
義
の
没
後
に
お
け
る
山
名
一
族
の
内
紛
と
、
そ
れ
を
利
用
し
て
山
名
一
族
の
弱
体
化
を
図
っ
た
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
の
足
利
義
満
に

よ
る
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
明
徳
の
乱
を
第
一
の
理
由
に
挙
げ
た
い
。
山
名
一
族
は
互
い
に
争
い
、
そ
の
結
果
山
名
一
族
の
守
護
領
国
は
三
ヶ
国

に
削
減
さ
れ
た
。
山
名
一
族
の
惣
領
と
な
っ
た
の
は
時
義
の
子
の
山
名
時
熙
で
あ
っ
た
。

第
二
の
理
由
が
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
応
永
の
乱
で
あ
る
。
義
満
は
山
名
一
族
の
次
に
最
大
の
実
力
者
で
あ
っ
た
六
ヶ
国
の
守
護
大
内
義
弘
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の
排
除
に
出
た
。
こ
の
時
、
山
名
時
熙
は
幕
府
軍
と
し
て
大
内
氏
と
戦
い
、
将
軍
の
信
頼
を
得
た
。
時
熙
は
将
軍
義
満
と
次
の
将
軍
の
義
持
に
仕
え
次

第
に
重
用
さ
れ
、
応
永
八
年
（
一
四
〇
一
）
頃
に
は
備
後
国
守
護
職
が
与
え
ら
れ
た
他
、
石
見
・
安
芸
の
両
国
の
守
護
も
山
名
一
族
へ
と
加
え
ら
れ
た
。

ま
さ
に
、
高
野
山
へ
山
名
時
義
の
宝
篋
印
塔
が
造
立
さ
れ
た
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
）
頃
は
、
山
名
一
族
が
復
権
を
果
た
し
た
頃
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
一
族
の
繁
栄
の
背
景
の
中
で
の
高
野
山
へ
の
石
塔
造
立
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
山
名
一
族
の
流
転
の
歴
史
の
中
で
、
漸
く
時
義
の
供
養

塔
造
立
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く
、
時
義
の
宝
篋
印
塔
造
立
の
施
主
と
な
っ
た
の
は
時
熙
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
高
野
山
文
書
の
中
に
前
記
の
山
名
時
義
の
長
男
で
時
義
没
後
に
山
名
家
を
相
続
し
た
山
名
義
熙
の
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
全
文
を
挙
げ
る

と
以
下
の
よ
う
で
あ
る

。

（
註
５
）

　

悲
歎
事
、
御
懇
ニ
承
候
、
悦
入
候
、
於
寺
家
者
、
不
相
替
不
可
存
等
閑
候
、
祈
祷
事
凴
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　

康
応
元
己巳

七
月
八
日　
　
　

伊
豆
守
義
熙
（
花
押
）

本
状
は
時
義
が
没
し
た
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
七
月
八
日
の
も
の
で
、
時
義
没
後
六
十
二
日
目
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
頭
に
「
悲
歎
事
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
、
時
義
の
四
十
九
日
法
要
が
高
野
山
で
営
ま
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
か
と
考
え
る
。
取
り
急
ぎ
の
法
要
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
は
石
塔
造
立
と
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

Ⅱ 

赤
松
政
則

１　

赤
松
政
則
の
宝
篋
印
塔

緑
泥
片
岩
製
の
基
礎
の
み
の
残
欠
品
で
あ
る
。
現
在
は
高
野
山
霊
宝
館
が
所
蔵
す
る
が
、
元
は
奥
之
院
か
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
貴
重
さ
か

ら
、
高
野
山
大
学
の
八
葉
学
会
（
同
好
会
）
の
手
に
よ
り
、
奥
之
院
か
ら
霊
宝
館
へ
搬
入
さ
れ
た
石
塔
群
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

11　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）



上
部
二
段
の
造
り
で
、
法
量
は
、
高
さ
二
五
・
八
㎝
、
上
端
幅
二
三
㎝
、
下
端
幅
三
二
㎝
。
上
面
に
は
塔
身
を
受
け
る
た
め
の
径
五
・
四
㎝
、
深
さ
一

㎝
の
枘
孔
を
入
れ
る
。
基
礎
の
三
面
は
輪
郭
を
巻
き
格
狭
間
を
入
れ
、
正
面
と
思
え
る
面
に
は
輪
郭
を
巻
い
て
、
以
下
の
銘
文
を
陰
刻
す
る
。
格
狭
間

の
形
態
は
室
町
時
代
中
頃
の
典
型
的
な
形
状
で
、
前
記
の
山
名
時
義
塔
と
比
べ
る
と
花
頭
曲
線
が
委
縮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
基
礎
の
底
部
に
は

深
さ
四
㎝
の
大
き
な
孔
を
う
が
つ
（
図
版
9
～
図
版
13
の
写
真
・
実
測
図
・
拓
影
参
照
）
。

松
泉
院
殿

三
品
無
等

雲
公
大
居
士

明
應
五
年

丙
辰
四
月
廿
五
日

上：図版 9 

　　赤松政則宝篋印塔基礎写真

下：図版 10 

　　赤松政則宝篋印塔基礎底部写真
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図版 11 

赤松政則宝篋印塔

基礎実測図

図版 12　

赤松政則宝篋印塔

銘文拓影

図版 13

赤松政則宝篋印塔

向かって右側面の格狭間拓影

13　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）



２ 

小
察

銘
文
に
あ
る
、
「
松
泉
院
殿
三
品
無
等
雲
公
大
居
士
」
が
赤
松
政
則
の
法
名
で
あ
り
、
本
塔
の
被
供
養
者
が
赤
松
政
則
と
判
明
さ
れ
る
。
明
応
五
年

（
一
四
九
六
）
四
月
二
十
五
日
の
紀
年
を
有
す
る
、
赤
松
政
則
の
宝
篋
印
塔
の
基
礎
と
分
か
る
。

注
目
さ
れ
る
の
が
、
基
礎
の
底
部
に
は
深
さ
四
㎝
の
掘
り
込
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
地
下
施
設
に
伴
う
掘
り
込
み
の
可
能

性
で
あ
る
。
蔵
骨
器
を
地
下
に
納
め
て
、
本
塔
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
四
月
二
十
五
日
は
、
赤
松
政
則
の
没
年
月
日
で
あ
る
。
前
記
の
よ
う
に
高
野
山
に
お
け
る
石
塔
造
立
に
は
没
後
に
時

間
の
経
過
が
見
ら
れ
、
本
塔
も
没
年
月
日
に
造
立
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
一
周
忌
以
降
の
年
忌
法
要
に
際
し
て
造
立
さ
れ
た
も

の
と
推
定
す
る
。

赤
松
政
則
は
嘉
吉
の
乱
で
滅
亡
し
た
赤
松
惣
領
家
を
再
興
し
た
中
興
の
祖
で
、
管
領
の
細
川
家
に
接
近
し
て
中
央
政
界
で
の
影
響
力
を
高
め
て
従
三

位
ま
で
登
り
詰
め
た
。
応
仁
の
乱
で
は
細
川
勝
元
に
組
し
て
活
躍
し
た
。
一
方
で
赤
松
家
の
戦
国
大
名
化
も
務
め
、
一
代
で
赤
松
家
の
全
盛
期
を
築
き

上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

特
に
政
則
は
、
三
位
ま
で
位
階
を
上
り
詰
め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
塔
に
お
い
て
も
銘
文
に
明
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
主
張
し
た
い
こ
と
で

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

山
名
・
赤
松
の
両
氏
は
、
領
土
の
関
係
で
対
立
し
て
、
互
い
に
戦
闘
を
繰
り
広
げ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
の
石
塔
が
高
野
山
奥
之
院
で
認
め
ら
れ

た
意
義
は
大
き
い
も
の
と
考
え
る
。

両
塔
の
石
材
の
緑
泥
片
岩
は
、
高
野
山
麓
の
紀
ノ
川
域
か
ら
産
出
す
る
石
材
で
あ
る
。
緑
泥
片
岩
は
、
古
く
は
古
墳
時
代
の
石
室
に
そ
の
使
用
が
見

ら
れ
、
紀
伊
国
の
国
分
寺
の
塔
の
中
心
礎
石
に
も
同
石
材
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。
石
造
物
で
は
、
近
年
筆
者
が
か
つ
ら
ぎ
町
三
谷
坂
で
確
認
し
た
平
安
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時
代
後
期
の
一
重
塔
が
緑
泥
片
岩
製
の
も
の
で
は
、
和
歌
山
県
下
を
は
じ
め
全
国
で
も
最
古
の
遺
物
と
見
ら
れ
る
。

（
註
６
）

高
野
山
及
び
そ
の
周
辺
で
緑
泥

片
岩
製
の
石
造
物
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
で
、
室
町
時
代
に
か
け
て
そ
の
使
用
の
ピ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
。

山
名
氏
・
赤
松
氏
と
も
に
高
野
山
の
寺
院
へ
石
塔
造
立
の
発
注
を
し
て
、
高
野
山
奥
之
院
へ
の
石
塔
造
立
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
時
、
最
も

流
行
し
て
い
た
緑
泥
片
岩
製
の
石
塔
が
発
注
さ
れ
た
様
が
伺
え
る
。
緑
泥
片
岩
を
材
と
す
る
石
大
工
が
紀
ノ
川
域
に
存
在
し
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。

何
と
言
っ
て
も
、
山
名
時
義
・
赤
松
政
則
と
も
に
、
高
野
山
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
石
塔
調
査
で
判
明
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
記

し
た
い
。

以
上
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
初
め
よ
り
中
頃
の
権
力
者
が
高
野
山
奥
之
院
へ
造
立
し
た
石
塔
は
宝
篋
印
塔
で
あ
っ
て
、
五
輪
塔
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
が
意
味
す
る
こ
と
は
何
処
に
あ
る
の
か
、
詳
細
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
研
究
を
深
め
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
註
1
） 

山
名
時
義
塔
の
銘
文
は
『
紀
伊
国
金
石
文
集
成
』（
巽
三
郎
・
愛
甲
昇
寛
編 

一
九
七
四
年
刊
）
に
、
赤
松
政
則
塔
の
銘
文
は
『
高
野
山
霊
宝
館
収
蔵
奥
院
石
造
遺
物
資
料
』

（
私
家
版 

高
野
山
文
化
財
保
存
会
編 

一
九
七
六
年
刊
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
註
2
） 

赤
松
政
則
の
宝
篋
印
塔
に
つ
い
て
筆
者
は
、
『
高
野
町
史 

民
俗
編
』
（
二
〇
〇
九
年 

高
野
町
刊
に
お
い
て
拓
影
と
銘
文
を
挙
げ
て
赤
松
政
則
の
宝
篋
印
塔
で
あ
る
こ

と
を
紹
介
し
た
。

（
註
3
） 

木
下
浩
良
『
戦
国
武
将
と
高
野
山
奥
之
院
─

石
塔
の
銘
文
を
読
む
─

』
（
二
〇
一
四
年 

朱
鷺
書
房
刊
）
。

（
註
4
） 

木
下
浩
良
「
高
野
山
奥
之
院
出
土
嘉
暦
元
年
五
輪
塔
銘
文
の
拓
影
に
つ
い
て
―
銘
に
あ
る
荘
園
名
は
但
馬
国
大
内
荘
か
―
」
『
史
迹
と
美
術
』
九
二
一
号
（
二
〇
二
二

年
刊
）
所
収
。

（
註
5
） 

宝
簡
集
四
十
（
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
第
一
高
野
山
文
書
之
一
）
に
収
録
の
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
七
月
八
日
「
山
名
義
熙
書
状
」
。

（
註
6
） 

木
下
浩
良
「
第
７
章 

参
詣
道
の
石
造
物
」
『
高
野
山
結
界
道
、
不
動
坂
、
黒
河
道
、
三
谷
坂
及
び
関
連
文
化
財
学
術
調
査
報
告
書
』
（
二
〇
一
二
年
刊 

和
歌
山
県
教

育
委
員
会
）
。

 

木
下
浩
良
「
和
歌
山
県
か
つ
ら
ぎ
町
の
頬
切
地
蔵
に
つ
い
て
─

付
：
笠
石
と
称
す
る
笠
塔
婆
─

」
『
史
迹
と
美
術
』
九
二
八
号
（
二
〇
二
二
年
刊
）
所
収
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
山
名
時
義　

赤
松
政
則　

高
野
山　

宝
篋
印
塔

15　高野山奥之院で見出された山名時義と赤松政則の宝篋印塔（木下）
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